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森
林
太
郎

森
林
太
郎

宮
内
官
僚

宮
内
官
僚

第三回
野の

口ぐ
ち　

武た
け

則の
り

大
正
天
皇
の
病
状
発
表
文
を
添
削

　

帝
室
博
物
館
総
長
兼
図ず
し
ょ
の
か
み

書
頭
の
鷗
外
は
な
ぜ
大
正
九（
一
九
二
〇
）

年
四
月
二
十
八
日
と
い
う
時
期
に
、元
号
の
大
正
は
「
不
調
べ
の
至
」

と
親
友
の
賀か

古こ

鶴つ
る

所ど

宛
書
簡
で
嘆
い
た
の
か
。

　

約
一
カ
月
前
の
三
月
三
十
日
、
宮
内
省
は
大
正
天
皇
の
体
調
悪
化

を
初
め
て
公
表
し
た
。

「
陛
下
御
践せ
ん

祚そ

以
来
、
常
に
内な
い

外が
い

多た

事じ

に
渡
ら
せ
ら
れ
、
殊こ
と

に
大

礼
前
後
は
、
各
種
の
典て
ん

式し
き

等
日
夜
相あ
い

連つ
ら
なり
、
尋つ
い

で
大
戦
の
参
加
と

な
り
、
終
始
宸し
ん

襟き
ん

を
労
さ
せ
給
ふ
こ
と
少す
く
なか
ら
ず
、
御
心
神
に
幾

分
か
御
疲
労
の
御
模
様
あ
ら
せ
ら
れ
、
且か
つ

一
両
年
前
よ
り
、
御
尿

中
に
時
々
糖
分
を
見
る
こ
と
之こ

れ
あ
り
、
昨
秋
以
来
、
時
々
挫
骨

神
経
痛
を
発
せ
ら
る
。
之
れ
が
為
め
本
春
葉は

山や
ま

御
避
寒
中
は
、
政

務
を
臠み
そ
なは
さ
る
ゝ
外
は
、
専
ら
玉
ぎ
ょ
く

体た
い

の
安あ
ん

養よ
う

を
旨
と
せ
ら
れ
、（
以

下
略
）」（
高
木
八
太
郎
、
小
島
徳
弥
編
『
大
正
天
皇
御
治
世
史
』

教
文
社
、
一
九
二
七
年
）

　

前
日
の
三
月
二
十
九
日
、
鷗
外
の
日
記
に
「（
博
物
）
館
に
参
る
。

波は

田た

野の

敬よ
し

直な
お

宮
相
が
予よ

等
を
召
し
聖せ
い

上じ
ょ
う

不ふ
よ
の
こ
と

豫
事
を
言
う
。
予
は
告

遺
志
は「
昭
和
」に
引
き
継
が
れ
た
か
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示
文
を
削
正
す
」
と
あ
る
。「
聖
上
」
と
は
天
皇
、「
不
豫
」
は
そ
の

病
気
の
意
。
波
多
野
宮
内
大
臣
に
呼
ば
れ
て
発
表
文
を
事
前
に
添
削

し
た
の
が
、
軍
医
で
も
あ
っ
た
鷗
外
だ
っ
た
。

　

鷗
外
は
宮
内
官
僚
と
し
て
大
正
天
皇
の
病
状
に
接
し
て
い
た
の

だ
。
こ
の
年
七
月
十
二
日
の
日
記
に
は
「（
博
物
）
館
に
参
る
。
中

村
雄
次
郎
宮
相
が
予
に
使つ
か
いし

、
聖
上
の
病
び
ょ
う

况き
ょ
う

書
を
艸そ
う

す
」
と
あ
る
。

波
多
野
の
後
任
と
な
っ
た
中
村
宮
内
大
臣
か
ら
使
い
が
来
て
、
天
皇

の
病
状
書
の
草
稿
を
書
く
よ
う
指
示
さ
れ
た
。
そ
の
十
二
日
後
の
七

月
二
十
四
日
、
宮
内
省
は
大
正
天
皇
の
病
状
に
つ
い
て
第
二
回
目
の

発
表
を
行
っ
た
。

　

第
三
回
目
の
病
状
が
発
表
さ
れ
た
翌
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
四

月
十
六
日
の
日
記
に
は
、「（
図
書
）
寮
に
参
る
。
宮
相
室
に
往
き
主し
ゅ

上じ
ょ
うの

病
床
書
を
刪さ
ん

正せ
い

す
」
と
記
さ
れ
る
。「
主
上
」
は
天
皇
の
意
で
、

「
刪
正
」
と
は
文
書
を
削
っ
た
り
訂
正
し
た
り
す
る
こ
と
。
発
表
当

日
に
宮
内
省
の
大
臣
室
ま
で
出
向
き
発
表
文
を
添
削
し
た
。
三
回
目

発
表
時
の
宮
内
大
臣
は
牧ま
き

野の

伸の
ぶ

顕あ
き

に
代
わ
っ
て
い
た
。

　

こ
の
間
、
皇
太
子
（
後
の
昭
和
天
皇
）
と
久く

邇に

宮の
み
や

良な
が

子こ

（
後
の

香こ
う

淳じ
ゅ
ん

皇
后
）
の
結
婚
を
巡
る
宮
中
某
重
大
事
件
の
責
任
を
問
わ
れ

る
な
ど
し
て
宮
内
大
臣
が
相
次
い
で
交
代
し
た
が
、
い
ず
れ
も
鷗
外

が
事
前
に
発
表
文
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
た
。
各
大
臣
と
鷗
外
と

の
個
人
的
な
関
係
で
な
く
、
宮
内
官
僚
の
職
務
と
し
て
添
削
し
た
こ

と
が
伺
え
る
。

　

た
だ
し
、
宮
内
省
の
大
臣
官
房
分
課
規
程
で
「
法
規
其
の
他
重
要

な
る
公
文
の
起
草
及
審
査
に
関
す
る
事
項
」
は
調
査
課
の
事
務
に
分

掌
さ
れ
、
図
書
寮
の
業
務
で
は
な
い
。
実
は
鷗
外
は
陸
軍
省
医
務
局

長
を
務
め
て
い
た
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
二
月
五
日
に
臨
時
宮
内

省
御ご

用よ
う

掛が
か
りを

命
じ
ら
れ
て
以
降
、
天
皇
の
勅
ち
ょ
く

語ご

や
皇
室
に
関
わ
る
令
り
ょ
う

旨じ

な
ど
の
起
草
や
執
筆
に
携
わ
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、

大
正
六
年
十
二
月
に
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図ず
し
ょ
の
か
み

書
頭
に
就
任
し
た
の
を

機
に
御
用
掛
の
任
を
免
じ
ら
れ
た
後
も
、
天
皇
に
関
わ
る
文
書
の
添

削
を
依
頼
さ
れ
た
よ
う
だ
。

　

連
載
第
一
回
で
述
べ
た
よ
う
に
、
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
は

次
な
る
時
代
の
元
号
考
案
を
担
う
べ
き
役
職
で
も
あ
っ
た
。
大
正
天

皇
の
病
状
に
接
し
て
い
た
鷗
外
は
、
自
ら
の
置
か
れ
た
職
責
を
自
覚

し
て
い
た
は
ず
だ
。
大
正
改
元
の
「
不
調
べ
」
の
轍
を
踏
ま
ぬ
よ
う
、

歴
代
元
号
の
出
典
を
整
理
す
る
『
元
号
考
』
は
実
務
的
に
欠
か
せ
ず
、

完
成
を
急
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
図
書
寮
の
体
制
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。
大
正
は
「
不

調
べ
」
と
漏
ら
し
た
後
、
大
正
九
年
六
月
八
日
（
推
定
）
の
賀
古
宛

書
簡
で
は
、
明
治
天
皇
の
皇
后
だ
っ
た
美は
る

子こ

の
追
号
を
「
昭
し
ょ
う

憲け
ん

皇
太
0

0

后0

」
と
し
た
の
は
不
適
切
だ
と
非
難
し
、
政
府
・
宮
内
省
内
に
「
礼

や
典て
ん

故こ

を
知
る
も
の
一
人
も
な
し
」
と
嘆
い
た
。
追
号
を
巡
る
調
査

不
足
の
顚
末
と
元
号
と
の
密
接
な
関
係
、
そ
し
て
書
簡
の
日
付
の
疑

義
に
つ
い
て
は
次
回
以
降
で
考
察
す
る
が
、
故こ

実じ
つ

に
基
づ
か
な
い
誤

り
は
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
執
念
が
長
文
の
書
簡
か
ら
伝

わ
っ
て
く
る
。
大
正
天
皇
の
病
状
が
悪
化
す
る
中
、
専
門
家
不
在
の
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現
状
で
は
大
正
改
元
の
失
敗
を
繰
り
返
し
か
ね
な
い
。
そ
の
よ
う
な

危
機
感
を
募
ら
せ
た
に
違
い
な
い
。

編
修
官
増
員
に
秘
め
た
狙
い

　

大
正
九
年
は
図
書
寮
の
体
制
が
整
備
さ
れ
る
転
機
の
年
と
な
っ

た
。
歴
代
の
天
皇
と
皇
族
の
伝
記
に
あ
た
る
『
天
皇
皇
族
実
録
』
の

編
纂
を
進
め
る
た
め
編
修
員
増
員
が
前
年
か
ら
検
討
さ
れ
、
こ
の
年

の
秋
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

図
書
頭
・
鷗
外
の
訓
示
に
よ
る
と
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
三

月
に
増
員
案
を
宮
内
大
臣
に
稟り
ん

議ぎ

し
、
年
末
に
裁
可
さ
れ
た
。
鷗
外

の
日
記
に
も
、
大
正
八
年
二
月
八
日
に
宮
内
省
に
行
き
、
石
原
健
三

次
官
、
近
藤
久
敬
総
務
課
長
と
「
実
録
方ほ
う

鍼し
ん

を
作
る
こ
と
を
議ぎ

す
」

と
あ
り
、
三
月
二
十
五
日
に
も
宮
内
省
で
石
原
ら
と
会
っ
て
「
実
録

方
鍼
を
作
る
こ
と
進
む
」
と
記
さ
れ
る
。

　

具
体
的
な
増
員
手
続
き
は
、
裁
可
を
得
た
後
の
大
正
九
年
七
月
以

降
に
確
認
で
き
る
。
鷗
外
の
日
記
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　

七
月
二
十
七
日
「（
図
書
）
寮
に
参
り
、（
宮
内
）
省
に
参
る
。
南

部
参
事
官
に
見ま
み

え
て
寮
の
定
員
の
事
を
言
う
」

　

原
則
と
し
て
鷗
外
の
勤
務
は
上
野
公
園
内
の
帝
室
博
物
館
に
月
水

金
、
霞
が
関
の
図
書
寮
に
火
木
土
と
交
互
で
出
勤
し
た
。
皇
居
内
に

あ
る
宮
内
省
に
鷗
外
が
出
向
く
時
は
、
何
ら
か
の
要
件
が
あ
る
場
合

に
限
ら
れ
る
。

　

国
立
印
刷
局
が
毎
年
作
成
す
る
大
正
九
年
版
の
『
職
員
録
』
に
は
、

宮
内
省
調
査
課
長
に
「
宮
内
省
参
事
官　

南
部
光
臣
」
の
名
前
が
あ

る
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
「
大
臣
官
房
分
課
規
程 

明
治
四
十
年
十
一

月
宮
内
省
令
第
九
号
」
は
、調
査
課
の
職
務
を
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

　
「
一
調
査
課
に
於お
い

て
は
左
の
事
務
を
掌
つ
か
さ
どる

　

一
、法
規
其
の
他
重
要
な
る
公
文
の
起
草
及
審
査
に
関
す
る
事
項
」

　

図
書
寮
の
人
員
を
増
や
す
た
め
、
宮
内
省
官
制
の
改
正
に
つ
い
て

鷗
外
が
南
部
に
要
請
し
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
八
月
二
十
七
日
、
中
村

雄
次
郎
宮
内
大
臣
か
ら
原は
ら

敬た
か
し

総
理
大
臣
宛
に
「
御
意
見
至
急
御
回

示
相あ
い

成な
り

度た
く

」
と
官
制
改
正
の
審
査
を
求
め
る
文
書
が
提
出
さ
れ
た
。

改
正
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
、
従
来
二
人
だ
っ
た
編
修
官
を
五
人

に
増
や
し
、新
た
に
編
修
官
補
の
ポ
ス
ト
を
設
け
る
と
い
う
も
の
だ
。

　

 「
宮
内
省
官
制
中
左
の
通
改
正
す

　

第
五
十
二
条　

図
書
寮
に
左
の
職
員
を
置
く

　
　
　

編
修
官

　
　
　

編
修
官
補

　

編
修
官
は
五
人
奏
任
と
す
。
編
修
の
事
を
分
掌
す

　

編
修
官
補
は
判
任
と
す
。
編
修
に
従
事
す
」

　

宮
内
省
の
提
案
に
対
し
て
内
閣
は
九
月
二
日
、「
審
査
す
る
に
右

は
相
当
の
儀
と
思
考
す
。
依よ
っ

て
閣
議
決
定
其そ

の
旨む
ね

回
答
相あ
い

成な
り

可し
か
る

然べ
く

と
認
む
」
と
し
て
総
理
大
臣
以
下
の
各
大
臣
ら
が
決
裁
し
た
。
国
立

公
文
書
館
が
蔵
す
る
「
公
文
類
聚
・
第
四
十
四
編
・
大
正
九
年
・
第

三
巻
・
官
職
二
・
官
制
二
（
宮
内
省
・
外
務
省
・
内
務
省
・
大
蔵
省
）」

と
い
う
冊
子
に
綴
じ
ら
れ
て
お
り
、
同
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
か
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ら
閲
覧
で
き
る
。

　

こ
の
動
き
と
並
行
し
て
、編
修
官
の
人
選
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
ん
だ
。

九
月
三
十
日
に
久
保
得
二
と
田
辺
勝
哉
が
編
修
官
に
就
任
し
た
の
は

既
定
路
線
と
言
え
る
。
中
国
文
学
者
の
久
保
は
、
連
載
第
二
回
で
紹

介
し
た
よ
う
に
、
大
正
大
礼
記
録
の
編
纂
に
史
実
文
章
掛
と
し
て
関

わ
り
宮
内
省
と
縁
が
あ
っ
た
。
田
辺
は
図
書
寮
の
属
官（
下
級
官
吏
）

か
ら
の
昇
格
だ
。

　

も
う
一
人
が
吉
田
増ま
す

蔵ぞ
う

で
あ
る
。
京
都
帝
国
大
を
卒
業
し
「
特
に

漢
文
学
に
造
詣
深
く
」
と
い
う
の
が
、
図
書
頭
の
鷗
外
が
宮
内
大
臣

に
内
申
し
た
採
用
理
由
だ
。
職
員
の
採
用
や
退
職
な
ど
の
公
文
書
を

ま
と
め
た
大
正
九
年
の
図
書
寮
「
進
退
録
」（
宮
内
公
文
書
館
蔵
）

に
記
さ
れ
て
い
る
。
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
生
ま
れ
と
鷗
外
よ
り

四
歳
年
少
で
、
鷗
外
死
後
に
未
完
だ
っ
た
『
元
号
考
』
の
編
集
を
引

き
継
ぎ
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

吉
田
は
他
の
二
人
と
異
な
り
、
鷗
外
と
の
個
人
的
な
関
係
か
ら
採

用
さ
れ
た
よ
う
だ
。
吉
田
が
編
修
官
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
十
月
十
八

日
だ
が
、
内
閣
に
よ
っ
て
増
員
の
官
制
改
正
が
了
承
さ
れ
る
前
の
八

月
二
十
日
に
、
福
岡
・
長
府
よ
り
上
京
し
て
鷗
外
を
訪
ね
て
い
る
。

　

鷗
外
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
吉
田
は
「
小
生
の
先
生
を
識し

り
し
は

大
正
七
年
の
冬
に
て
」
と
回
想
す
る
。
吉
田
は
こ
の
年
ま
で
奈
良
女

子
高
等
師
範
学
校
で
教
授
を
し
て
い
た
。
鷗
外
は
同
年
十
一
月
に
帝

室
博
物
館
が
管
理
す
る
奈
良
・
正
倉
院
に
出
張
し
て
お
り
、
そ
の
縁

で
接
点
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

鷗
外
日
記
の
初
出
は
、大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
二
月
五
日
「（
博

物
）
館
に
転う
つ

り
参
る
。
吉
田
増
蔵
始
め
て
来ら
い

見け
ん

す
」
で
あ
る
。
三
月

二
十
七
日
の
日
記
に
は「
吉
田
増
蔵
再
び
至
る
。
詩
歌
の
稿
を
出
し
、

我
に
似
る
。
其
の
号
学が
っ

軒け
ん

と
知
る
」
と
あ
り
、
吉
田
の
漢
詩
の
作
風

が
鷗
外
の
も
の
に
似
て
い
る
と
し
て
親
近
感
を
感
じ
て
い
る
。
鷗
外

は
帝
室
博
物
館
総
長
の
前
任
者
で
大
正
改
元
に
関
わ
っ
た
股
野
琢
と

も
漢
詩
を
通
じ
た
交
流
が
あ
っ
た
が
、
漢
籍
の
知
識
を
以
て
仕
え
る

専
門
職
官
僚
に
と
っ
て
、
漢
詩
は
お
互
い
を
理
解
し
合
う
た
め
の
共

通
言
語
で
あ
っ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
『
天
皇
皇
族
実
録
』
の
編
集
方
針
を
巡
る
議

論
が
始
ま
り
、
編
修
官
の
増
員
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
五
カ
月
後
の

大
正
八
年
七
月
五
日
に
吉
田
は
「
御
採
用
相あ
い

成な
り

り
候
そ
う
ろ
う

様よ
う

御
願
い
申

し
上
げ
度た

く
」
と
鷗
外
宛
の
手
紙
で
宮
内
省
へ
の
就
職
を
依
頼
し
、

翌
年
の
採
用
に
つ
な
が
っ
た
。
編
修
官
、
編
修
官
補
は
大
学
で
国
史

を
修
め
た
者
が
多
い
中
、あ
え
て
漢
籍
の
専
門
家
を
補
充
し
た
の
は
、

改
元
の
準
備
作
業
を
見
据
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

鷗
外
の
奔
走
が
功
を
奏
し
、
図
書
寮
に
お
け
る
実
録
編
集
部
門
の

増
員
が
実
現
し
た
。
官
制
改
正
翌
年
の
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
の

『
職
員
録
』
を
見
る
と
、
編
修
官
は
三
人
増
の
五
人
、
新
設
さ
れ
た

編
修
官
補
に
は
七
人
が
名
を
連
ね
、
合
わ
せ
て
十
人
増
と
な
っ
た
。

図
書
寮
全
体
の
人
員
は
鷗
外
在
職
中
徐
々
に
増
え
て
こ
の
時
四
十
四

人
に
上
り
、
着
任
時
の
二
倍
以
上
と
な
っ
た
。

　

そ
う
し
た
中
で
大
正
天
皇
の
体
調
は
悪
化
し
て
い
っ
た
。
宮
内
省
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は
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
十
月
四
日
の
第
四
回
病
状
公
表
で
、
天

皇
の
病
気
が
回
復
で
き
な
い
も
の
だ
と
認
め
た
。
そ
し
て
十
一
月
二

十
五
日
、
公
務
が
困
難
と
な
っ
た
と
し
て
、
皇
太
子
（
後
の
昭
和
天

皇
）
の
摂
政
就
任
が
発
表
さ
れ
た
。
前
日
二
十
四
日
の
鷗
外
の
日
記

に
「
省
に
参
る
。
関
屋
次
官
に
見ま
み

え
る
。
明
日
、
摂
政
の
事
を
議
す

と
聞
く
」
と
あ
り
、
事
前
に
報
告
を
受
け
た
。

　

図
書
頭
の
重
要
な
業
務
の
一
つ
が
、
皇
室
の
戸
籍
に
あ
た
る
皇こ
う

統と
う

譜ふ

の
管
理
と
登
録
で
あ
る
。
鷗
外
は
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
四

月
八
日
、
天
皇
が
公
務
か
ら
退
き
皇
太
子
が
摂
政
に
就
任
し
た
こ
と

を
自
ら
登
録
し
た
。
こ
の
日
の
日
記
に
「
寮
に
参
る
。
皇
統
譜
に
三

事
を
書
く
。
天
皇
の
条
一
。
摂
政
の
条
一
。
菊き
く

麿ま
ろ

王
の
条
一
」
と
あ

る
。
宮
内
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
『
皇
統
譜
』
を
見
る
と
、「
図
書

頭 

森
林
太
郎
」
の
署
名
で
摂
政
就
任
を
毛
筆
で
登
録
し
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
代
替
わ
り
が
近
い
こ
と
を
宮
内
官
僚
と
し
て
強
く
意

識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
鷗
外
自
身
も
体
調
を
崩
し
て
い
っ
た
。
五
月
二
十
六
日
に

賀
古
宛
の
書
簡
で
「
僕
の
目
下
や
つ
て
い
る
最
大
著
述
（
中
ち
ゅ
う

外が
い

元
号

考
）
に
連れ
ん

繫け
い

し
て
い
る
。
こ
れ
を
や
め
て
一
年
長
く
呼
吸
し
て
い
る

と
、
や
め
ず
に
一
年
早
く
此
世
を
お
い
と
ま
申
す
と
、
ど
つ
ち
が
い

い
か
考
か
ん
が
え
も
の
物
で
あ
る
」
と
漏
ら
し
た
。
病
を
押
し
て
で
も
完
成
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
「
最
大
著
述
」
と
し
て
、『
元
号
考
』
を
位
置
づ

け
て
い
た
。

　

六
月
十
五
日
以
降
は
病
床
に
伏
せ
役
所
に
出
勤
で
き
な
く
な
っ

大正天皇の病気を受け、摂政の設置を図書頭の森林太郎が書き込んだ皇統譜＝宮内
公文書館の画像公開システムより
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た
。
二
十
日
の
日
記
に
「
吉
田
増
蔵
を
呼
び
事
を
託
す
」
と
記
し
、

三
十
日
か
ら
は
吉
田
が
鷗
外
の
日
記
を
代
筆
し
て
い
る
。
七
月
九
日

早
朝
、『
元
号
考
』の
完
成
を
待
た
ず
に
鷗
外
は
六
十
歳
で
病
死
し
た
。

後
事
は
吉
田
に
託
さ
れ
た
。

『
昭
和
大
礼
記
録
』
に
記
録
さ
れ
た
吉
田
増
蔵

　

元
号
を
巡
る
鷗
外
と
吉
田
増
蔵
の
関
係
は
、
作
家
・
猪
瀬
直
樹
氏

が
デ
ビ
ュ
ー
作
『
天
皇
の
影
法
師
』（
初
版
は
一
九
八
三
年
、
朝
日

新
聞
社
）
で
紹
介
し
た
。
鷗
外
日
記
の
大
正
十
一
年
六
月
二
十
日
に

あ
る
「
吉
田
増
蔵
を
呼
び
事
を
託
す
」
と
の
記
述
に
つ
い
て
、
猪
瀬

氏
は
「
鷗
外
が
吉
田
に
託
し
た
事
と
は
未
完
の
『
元
号
考
』
を
完
成

さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

　
『
天
皇
の
影
法
師
』
は
昭
和
改
元
の
経
緯
に
つ
い
て
、
国
立
公
文

書
館
の
石
渡
隆
之
・
公
文
書
専
門
員
の
論
文
「
公
的
記
録
上
の
『
昭

和
』」（
国
立
公
文
書
館
報
『
北
の
丸
』
第
七
号
、
一
九
七
六
年
）
を

根
拠
に
論
を
進
め
る
。
石
渡
論
文
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、
国
立
公

文
書
館
が
蔵
す
る
『
昭
和
大
礼
記
録　

第
一
冊
』
の
改
元
に
関
す
る

部
分
で
あ
る
。

　

猪
瀬
氏
の
著
作
や
そ
れ
を
基
に
し
た
そ
の
後
の
研
究
書
は
、
い
ず

れ
も
石
渡
論
文
で
引
用
さ
れ
た
『
昭
和
大
礼
記
録
』
を
基
に
す
る
。

た
だ
し
、
石
渡
論
文
が
紹
介
す
る
の
は
、『
昭
和
大
礼
記
録
』
に
記

さ
れ
た
改
元
部
分
の
一
部
で
し
か
な
い
。

　

猪
瀬
氏
が
『
天
皇
の
影
法
師
』
を
出
版
し
た
当
時
、
時
代
は
ま
だ

昭
和
だ
っ
た
。『
昭
和
大
礼
記
録
』
に
つ
い
て
「
こ
の
本
は
特
別
の

許
可
が
な
い
限
り
閲
覧
で
き
な
い
。
原
本
を
見
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

　

平
成
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、『
昭
和
大
礼
記
録
』
の
原
本
が
国

立
公
文
書
館
と
宮
内
公
文
書
館
で
閲
覧
が
可
能
に
な
っ
た
。
昭
和
改

元
の
背
景
に
あ
っ
た
鷗
外
の
問
題
意
識
と
吉
田
と
の
師
弟
関
係
を
明

か
し
た
猪
瀬
著
は
、昭
和
の
時
代
と
し
て
は
画
期
的
な
論
考
だ
っ
た
。

だ
が
、
今
や
時
代
は
平
成
を
経
て
令
和
に
改
ま
っ
た
。
新
た
な
史
料

に
基
づ
き
更
新
さ
れ
る
時
を
迎
え
て
い
る
。

　
『
昭
和
大
礼
記
録 

第
一
冊
』の
改
元
部
分（
六
五
五
～
六
八
四
ペ
ー

ジ
）
は
、
以
下
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

第
二
章　

元
号
建
定
の
次
第

　
　

第
一
節　

元
号
案
並な
ら
びに

元
号
建け
ん

定て
い

詔し
ょ
う

書し
ょ

案
作
成
の
次
第

　
　

第
二
節　

元
号
建
定
の
上
じ
ょ
う

奏そ
う

並
に
枢す
う

密み
つ

院い
ん

諮し

詢
じ
ゅ
ん

　
　

第
三
節　

枢
密
院
議
長
の
上
奏
並
に
通
牒

　
　

第
四
節　

元
号
建
定
詔
書
の
奉
請
並
に
公
布

　

第
三
章　

参
考

　

一　

元
号
建
定
に
関
す
る
沿
革
概
要

　
　

第
一　

改
元
の
度ど

数す
う

　
　

第
二　

勘か
ん

進じ
ん

及
難な
ん

陳ち
ん

　
　

第
三　

勘
進
の
標
準

　
　

第
四　

元
号
の
重
複

　
　

第
五　

元
号
の
詮せ
ん

考こ
う



— 32 —

　

二　

元
号
建
定
に
就
き
て
の
謹き
ん

話わ

及
新
聞
社
説

　

 （
一
）
昭
和
元
年
十
二
月
二
十
六
日
諸
新
聞
掲
載　

内
閣
総
理
大

臣
若
槻
礼
次
郎
謹
話

　
（
二
）
同
文
学
博
士
市
村
瓉さ
ん

次じ

郎ろ
う

謹
話

　
（
三
）
昭
和
元
年
十
二
月
二
十
六
日
東
京
朝
日
新
聞
社
説

　

前
掲
の
石
渡
論
文
が
紹
介
し
た
の
は
「
第
二
章
」
の
み
で
、「
第

三
章
」
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
は
「
第
二
章
」
か
ら
概
要
を

整
理
す
る
。

　
「
大
正
天
皇
御ご

不ふ

豫よ

大た
い

漸ぜ
ん

に
渡
ら
せ
ら
る
る
や
」、
一い
ち

木き

喜き

徳と
く

郎ろ
う

宮

内
大
臣
が
「
図
書
寮
編
修
官
吉
田
増
蔵
に
内
意
を
授
け
、
左
記
五
項

の
範
囲
内
に
於お
い

て
、
慎
重
に
元
号
を
勘
進
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
り
」

と
、
以
下
の
条
件
を
示
し
た
。

「
一
、
元
号
は
、
本ほ
ん

邦ぽ
う

は
固も
と

よ
り
言
を
俟ま

た
ず
、
支し

那な

、
朝
鮮
、

南な
ん

詔し
ょ
う、

交こ
う

趾し

等
の
年
号
、
其
の
帝
王
、
后こ
う

妃ひ

、
人じ
ん

臣し
ん

の
諡し

号ご
う

、
名

字
等
及
宮
殿
、
土
地
の
名
称
等
と
重
複
せ
ざ
る
も
の
な
る
べ
き
こ

と
。

　

一
、
元
号
は
、
国
家
の
一
大
理
想
を
表
ひ
ょ
う

徴ち
ょ
うす

る
に
足
る
も
の
な

る
べ
き
こ
と
。

　

一
、
元
号
は
、
古
典
に
出
処
を
有
し
、
其
の
字
面
は
雅が

馴じ
ゅ
んに
し

て
、
其
の
意
義
は
深
長
な
る
べ
き
こ
と
。

　

一
、
元
号
は
、
称
呼
上
、
音お
ん

調ち
ょ
う

諧か
い

和わ

を
要
す
べ
き
こ
と
。

　

一
、
元
号
は
、
其
の
字
画
簡か
ん

明め
い

平へ
い

易い

な
る
べ
き
こ
と
。」

　

最
初
の
項
目
に
挙
げ
た
の
は
、
過
去
に
日
本
や
他
国
で
使
用
さ
れ

た
元
号
と
の
重
複
を
避
け
る
こ
と
だ
っ
た
。
明
治
が
過
去
に
使
わ
れ

た
「
南
詔
」（
か
つ
て
の
大だ
い

理り

。
現
在
の
中
国
雲
南
省
）
や
、
大
正

が
使
わ
れ
た
「
交
趾
」（
か
つ
て
の
安あ
ん

南な
ん

。
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
）
の

元
号
も
、
重
複
を
避
け
る
べ
き
だ
と
明
記
し
た
。

　

吉
田
は
「
先
ず
三
十
余
の
元
号
を
選
出
し
」、
そ
の
後
に
第
一
案

と
し
て
「
神
化
」「
元
化
」「
昭
和
」「
神
和
」「
同
和
」「
継
明
」「
順

明
」「
明
保
」「
寛
安
」「
元
安
」
の
十
種
を
作
成
し
た
。
一
木
は
こ

れ
を
半
数
に
絞
る
よ
う
「
綿
密
に
諮
問
」
し
、
第
二
案
と
し
て
「
昭

和
」「
神
和
」「
神
化
」「
元
化
」「
同
和
」
の
五
つ
を
選
ん
だ
。
さ
ら

に
、
精
査
を
経
た
第
三
案
が
「
昭
和
」「
神
化
」「
元
化
」
だ
っ
た
。

　

一
木
は
「
昭
和
」
を
含
む
三
つ
の
案
を
、
牧
野
伸
顕
内
大
臣
と
元

首
相
の
西さ
い

園お
ん

寺じ

公き
ん

望も
ち

に
意
見
を
求
め
て
賛
同
を
得
た
う
え
で
、
若
槻

礼
次
郎
首
相
に
提
出
し
た
。
西
園
寺
は
前
回
の
改
元
に
首
相
と
し
て

関
わ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
最
後
の
元
老
と
し
て
政
界
に
影
響
力
を

持
っ
て
い
た
。
考
案
者
の
元
号
案
が
次
々
と
首
相
に
退
け
ら
れ
た
大

正
改
元
に
比
べ
、「
昭
和
」
は
首
相
に
届
い
た
段
階
で
精
査
済
み
だ
っ

た
。

　

一
方
、
若
槻
首
相
は
「
亦ま
た

、
万
一
の
場
合
に
際
し
」、
内
閣
官
房

総
務
課
事
務
嘱
託
の
国こ
く

府ぶ

種た
ね

徳の
り

に
も
考
案
を
命
じ
た
。前
回
、「
大
正
」

を
提
案
し
た
人
物
で
あ
る
。
国
府
は
「
立
成
」「
定
業
」「
光
文
」「
章

明
」「
協
中
」
の
五
案
を
提
出
し
た
。

　

吉
田
案
と
国
府
案
に
つ
い
て
若
槻
と
一
木
が
「
綿
密
な
る
商
議
」

を
し
た
結
果
、第
一
案
を
「
昭
和
」
と
し
、参
考
と
し
て
「
元
化
」「
同
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和
」
を
添
付
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
吉
田
が
考
案
し
た
も

の
だ
っ
た
。

「
光
文
事
件
」
の
真
相

　

大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
十
二
月
二
十
五
日
午
前
一
時
二
十
五

分
、
大
正
天
皇
が
逝せ
い

去き
ょ

し
た
。
そ
の
日
の
朝
に
東
京
日
日
新
聞
（
現

在
の
毎
日
新
聞
）
が
「
元
号
は
『
光こ
う

文ぶ
ん

』　

枢
密
院
に
御
諮し

詢じ
ゅ
ん」

と

号
外
で
い
ち
早
く
報
じ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
に
政
府
が
発
表
し

た
新
元
号
は
「
昭
和
」
だ
っ
た
。
誤
報
の
責
任
を
取
っ
て
編
集
幹
部

が
辞
任
し
、「
光
文
事
件
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、こ
れ
に
は
、

事
前
に
ス
ク
ー
プ
さ
れ
た
た
め
、
決
定
済
だ
っ
た
「
光
文
」
を
政
府

が
急
ぎ
「
昭
和
」
に
差
し
替
え
た
と
い
う
説
が
長
年
語
ら
れ
て
き
た
。

実
際
に
『
昭
和
大
礼
記
録
』
を
見
る
と
、
光
文
は
案
の
一
つ
と
し
て

検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

大
礼
記
録
は
公
的
記
録
で
あ
る
が
、
事
後
に
作
成
さ
れ
る
た
め
、

政
府
に
都
合
が
良
く
編
集
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

連
載
第
二
回
で
紹
介
し
た
『
大
正
大
礼
記
録
』
の
稿
本
と
完
成
版
の

違
い
を
見
れ
ば
、
政
府
に
都
合
よ
く
潤
色
さ
れ
た
の
は
明
ら
か
だ
。

そ
の
た
め
俗
説
が
入
り
込
む
余
地
が
あ
る
。

　

吉
田
が
一
木
宮
内
大
臣
か
ら
新
元
号
考
案
の
指
示
を
い
つ
受
け
、

ど
の
時
期
に
案
が
絞
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、『
昭
和
大
礼
記
録
』

に
記
載
が
な
い
。
た
だ
し
、
吉
田
が
史
料
を
残
し
て
い
た
。

　

公
益
財
団
法
人
・
無む

窮き
ゅ
う

会
の
機
関
誌
『
東
洋
文
化 

復
刊
第
六
十

「昭和大礼記録　第一冊」（左）と「昭和大礼記録草案」＝東京都千代田区の国立公
文書館で2019年 1月 9日、手塚耕一郎撮影　
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四
号
』（
一
九
九
〇
年
三
月
）に
掲
載
さ
れ
た
大
谷
光
男「
資
料
紹
介
・

吉
田
増
蔵
氏
が
係
わ
っ
た
新
元
号
『
昭
和
』
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、

「
大
正
十
五
年
二
月　

日
提
出
」（
筆
者
注　

日
付
の
箇
所
空
欄
）
と

い
う
日
付
の
紙
に
、
昭
和
も
含
む
六
十
以
上
の
元
号
案
が
記
さ
れ
て

い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
「
大
正
十
五
年
七
月
」
の
元
号
案
は
、
半
数

の
削
除
と
四
案
の
追
加
が
あ
り
、三
十
一
に
絞
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「（
大
正
十
五
年
九
月
）
三
日
朝
に
大
臣
へ
提
出
し
た
元
号
案
」
と
し

て
、
第
一
案
に
含
ま
れ
る
「
元
安
」「
元
化
」
な
ど
七
案
も
残
さ
れ

て
い
る
。
大
正
天
皇
が
逝
去
す
る
十
カ
月
以
上
前
の
大
正
十
五
（
一

九
二
六
）
年
二
月
以
前
の
段
階
で
、
吉
田
が
指
示
を
受
け
た
こ
と
は

確
か
だ
。
そ
し
て
、「
先
ず
三
十
余
の
元
号
を
選
出
し
」
て
一
木
に

提
出
し
た
の
は
七
月
以
降
で
、
九
月
三
日
に
追
加
の
提
案
を
し
た
と

み
ら
れ
る
。

　

で
は
、「
昭
和
」
を
含
む
最
終
三
案
は
い
つ
絞
ら
れ
た
の
か
。
国

立
国
会
図
書
館
が
蔵
す
る
「
倉
富
勇
三
郎
関
係
文
書
」
の
日
記
に
、

経
緯
が
記
さ
れ
て
い
た
。
倉
富
は
昭
和
改
元
時
、
元
号
の
諮
詢
を
受

け
る
枢
密
院
の
議
長
を
務
め
た
。

　

学
者
ら
に
よ
る
倉
富
勇
三
郎
日
記
研
究
会
が
刊
行
す
る
『
倉
富
勇

三
郎
日
記
』（
国
書
刊
行
会
）
は
第
三
巻
の
大
正
十
三
年
分
ま
で
し

か
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
国
立
国
会
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
、「
元
号
伝
説
─
ポ
ス
ト
『
大
正
』
は
『
光
文
』
か
？
」
と
い

う
コ
ラ
ム
に
概
要
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
天
皇
逝
去
の
二
週
間
ほ
ど
前
の
大
正
十
五
年
十
二
月
八
日
、

倉
富
は
一
木
宮
内
大
臣
と
会
談
し
た
。
そ
の
際
に
一
木
か
ら
、
吉
田

に
命
じ
て
三
案
を
選
び
、第
一
案
が「
昭
和
」だ
と
聞
い
て
い
た
。「
光

文
」
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
一
木
は
、
元
老
の
西
園
寺
と

牧
野
内
大
臣
も
「
大た
い

概が
い

第
一
が
宜よ
ろ

し
か
ら
ん
」
と
の
考
え
だ
と
伝
え

て
い
る
。

　

倉
富
日
記
の
記
述
は
『
昭
和
大
礼
記
録
』
の
内
容
と
一
致
し
、
こ

の
段
階
で
政
権
中
枢
が
「
昭
和
」
を
本
命
と
し
て
固
め
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ス
ク
ー
プ
さ
れ
た
た
め
に
急
き
ょ
差
し
替
え
た
と
い
う

俗
説
は
、
当
時
の
政
府
や
政
治
家
が
残
し
た
史
料
に
よ
っ
て
明
確
に

否
定
さ
れ
た
。

未
刊
行
の
吉
田
執
筆
部
分

　

次
に
『
昭
和
大
礼
記
録
』
で
未
刊
行
の
「
第
三
章 

参
考
」
の
部

分
を
見
て
み
よ
う
。「
一 

元
号
建
定
に
関
す
る
沿
革
概
要
」
と
い
う

最
初
の
項
目
の
直
後
に
、「
図
書
寮
編
修
官 

吉
田
増
蔵
稿
」
と
記
さ

れ
る
。
以
下
は
吉
田
自
ら
が
執
筆
し
た
部
分
と
な
る
。

　
「
第
一 

改
元
の
度
数
」
で
は
、
日
本
最
初
の
元
号
と
さ
れ
る
大
化

か
ら
の
経
緯
が
簡
略
に
記
さ
れ
、
明
治
に
な
っ
て
「
一
世
一
元
を
定

制
と
せ
ら
れ
た
り
」
と
し
て
い
る
。「
第
二 

勘
進
及
難
陳
」
で
は
、

江
戸
時
代
以
前
の
公
家
に
よ
る
元
号
選
定
議
論
を
「
拘こ
う
き忌
の
妄
説

大お
お
いに

行
は
れ
。
遂
に
元
号
と
し
て
勘
進
せ
る
文
字
の
点
画
に
拠
り
。

正
は
一
に
し
て
止
ま
る
を
以
て
不
祥
な
り
と
謂い

ふ
如
き
」（
※
傍
線

は
筆
者
）
と
紹
介
し
て
い
る
。
鷗
外
が
大
正
は
「
不
調
べ
の
至
」
と
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書
い
た
賀
古
宛
書
簡
で
「
御ご

幣へ
い

を
か
つ
ぐ
に
は
及
ば
ね
ど
、
支
那
に

て
は
大
い
に
正
の
字
を
『
一
い
ち
に
し
て
と
ま
る

而
止
』
と
申
候
」
と
指
摘
し
た
こ
と
だ
。

　
「
第
三 
勘
進
の
標
準
」
で
は
、
中
国
で
使
用
済
み
の
元
号
が
平
安

時
代
以
降
に
日
本
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
漢
土
学
問
の
影

響
を
被こ
う
むる
の
甚
し
き
。
外
国
崇
拝
の
風
未
だ
脱
せ
ず
」と
批
判
し
た
。

大
正
改
元
時
に
、
北
方
民
族
の
拓た
く

跋ば
つ

氏
が
建
て
た
北
魏
で
使
用
さ
れ

た
「
天
興
」
が
退
け
ら
れ
た
例
を
挙
げ
、「
斯か

か
る
偽ぎ

僭せ
ん

の
国
、
末

季
の
世
に
於
け
る
元
号
の
文
字
は
之
を
避
く
る
こ
と
古
来
の
慣
例
な

り
と
断
せ
る
は
。
皆
以
て
新
時
代
に
於
け
る
元
号
勘
進
の
標
準
と
す

べ
き
な
り
」
と
し
た
。

　

そ
し
て
「
第
四 

元
号
の
重
複
」
で
は
、
明
治
に
つ
い
て
「
南
詔

に
於
け
る
段だ
ん

素そ

英え
い

の
用
ひ
し
年
号
た
り
し
な
り
」、
大
正
に
つ
い
て

も
「
安
南
に
於
け
る
莫ま
く

方ふ
お
ん
ぞ
あ
い
ん

瀛
の
用
ひ
し
年
号
た
り
し
な
り
」
と
、

中
国
周
辺
の
王
朝
で
使
用
済
み
だ
と
明
記
し
た
。

　
「
明
治
は
支
那
の
大
理
と
云
ふ
国
の
年
号
に
あ
り
（
中
略
）
大
正

は
安
南
人
の
立
て
た
越
と
い
ふ
国
の
年
号
に
あ
り
（
中
略
）
不
調
べ

の
至
と
存
候
」
と
い
う
鷗
外
が
賀
古
宛
書
簡
に
記
し
た
指
摘
を
、
公

的
記
録
と
し
て
残
し
た
の
だ
。
安
南
で
使
用
済
み
だ
っ
た
点
は
大
正

改
元
時
に
は
黙
認
さ
れ
た
が
、
昭
和
改
元
時
は
避
け
る
べ
き
だ
と
明

確
に
さ
れ
た
。

　

吉
田
の
指
摘
は
続
く
。「
中
外
の
元
号
を
彙い

集し
ゅ
うせ

る
成
書
な
し
と

雖い
え
ど
も、
我
が
国
に
在
り
て
は
元
号
考
、
支
那
に
在
り
て
は
南
詔
安
南

を
併
せ
て
紀
元
編
及
び
欧
亜
紀
元
韻い
ん

府ぷ

に
徴ち
ょ
う
し
之
を
知
る
を
得
べ

し
」
と
。「
中
外
（
＝
国
内
外
）」
の
元
号
に
つ
い
て
分
類
し
て
一
覧

で
き
る
よ
う
に
集
め
た
書
物
は
な
い
が
、
我
が
国
の
元
号
に
つ
い
て

は
『
元
号
考
』
を
参
照
す
れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
だ
。

　
『
元
号
考
』
は
単
な
る
考
証
の
た
め
で
は
な
く
、
完
璧
な
新
元
号

作
成
に
不
可
欠
な
実
務
の
一
環
だ
っ
た
こ
と
が
公
的
記
録
と
し
て

は
っ
き
り
し
た
。
鷗
外
が
吉
田
へ
と
後
事
を
託
し
た
一
本
の
線
は
明

確
に
な
っ
た
。

　

た
だ
し
、
鷗
外
が
死
の
一
カ
月
半
前
に
賀
古
宛
書
簡
で
「
最
大
著

述
（
中
外
元
号
考
）」
と
記
し
た
よ
う
に
、
生
前
の
構
想
で
は
中
国

や
周
辺
国
も
含
め
た
過
去
の
元
号
全
て
を
網
羅
し
よ
う
と
し
た
よ
う

だ
。
鷗
外
の
死
で
作
業
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
吉
田
が
完
成
さ

せ
た
の
は
日
本
の
分
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
。
吉
田
は
足
ら
ざ
る
部
分

を
補
う
た
め
、
中
国
で
編
集
さ
れ
た
『
紀
元
編
』
と
『
欧
亜
紀
元
合

表
』
付
録
「
欧
亜
紀
元
韻
府
」
を
用
い
、
中
国
や
周
辺
国
の
先
例
を

調
べ
て
昭
和
改
元
に
臨
ん
だ
と
推
察
さ
れ
る
（
水
上
雅
晴
「
森
鷗
外

『
元
号
考
』
の
編
纂
に
つ
い
て

─
『
元
秘
別
録
』
と
の
関
係
を
中

心
に
」、『
斯
文
』
一
三
八
号
、
二
〇
二
三
年
所
収
）。

　

だ
が
完
璧
な
元
号
を
作
る
に
は
、
過
去
の
元
号
を
調
べ
る
だ
け
で

は
不
完
全
だ
。
大
正
改
元
で
首
相
の
西
園
寺
が
次
々
と
退
け
た
元
号

案
に
は
、
中
国
で
の
宮
殿
名
や
人
名
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
先
例
に

つ
い
て
、「
咄と
っ

嗟さ

の
間
に
之
を
知
る
こ
と
極
め
て
難
し
」
と
い
う
の

が
実
情
だ
。「
然
れ
ば
将
来
内
閣
と
宮
内
省
に
は
右
に
関
す
る
完
全

な
る
成
語
彙い

纂さ
ん

を
作
成
備び

置ち

す
る
の
要
あ
る
な
り
」
と
提
案
し
た
。
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さ
も
な
け
れ
ば
、「
大
正
改
元
度
に
於
け
る
西
園
寺
内
閣
総
理
大
臣

の
論
難
に
遭
遇
せ
る
如
き
覆ふ
く

轍て
つ

を
踏
む
に
至
る
べ
し
」
と
い
う
事
態

を
生
む
こ
と
に
な
る
。
大
正
改
元
の
失
敗
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な

い
と
、
後
世
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

　

内
閣
と
宮
内
省
に
「
完
全
な
る
成
語
彙
纂
」
を
作
る
必
要
性
を
指

摘
し
た
く
だ
り
は
、鷗
外
の
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
六
月
八
日
（
推

定
）
の
賀
古
宛
書
簡
と
対
応
し
て
い
る
よ
う
だ
。
次
回
で
詳
述
す
る

が
、
明
治
天
皇
の
皇
后
が
亡
く
な
っ
た
後
に
昭
憲
皇
太
后

0

0

0

と
の
追
号

を
贈
っ
た
の
は
誤
り
だ
と
し
て
、「
根
本
的
に
弊へ
い

を
除
く
に
は
帝
室

制
度
審
議
会
に
諮
詢
機
関
（
中
略
）
を
置
く
外
な
し
と
思
考
す
」「
審

議
会
に
は
礼
や
典
故
を
知
る
も
の
一
人
も
な
し
」
と
不
満
を
漏
ら
し

て
い
る
。

　

吉
田
は
章
の
最
後
に
「
第
五 

元
号
の
詮
考
」
で
、「
昭
和
」
に
つ

い
て
自
ら
解
説
し
た
。

「
前
述
せ
る
所
に
深
く
鑑か
ん
がみ

。
専
ら
前ぜ
ん

轍て
つ

を
踏
ま
ざ
る
を
務
め
た

る
結
果
。
昭
和
の
字
面
は
平
安
朝
以
来
の
元げ
ん

秘ぴ

抄し
ょ
う、

元
秘
別
録
、

年
号
勘
文
等
に
挙
げ
ら
れ
た
る
数
千
に
上
る
元
号
案
中
に
未
だ
曽か
つ

て
見
ざ
る
所
に
し
て
朝
鮮
。
支
那
。
南
詔
。
安
南
等
の
元
号
中
固も
と

よ
り
亦ま

た
曽か
つ

て
無
き
所
な
り
」

　
「
昭
和
」
は
国
外
を
含
め
過
去
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な

く
、
我
が
国
で
は
案
と
し
て
も
上
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
鷗
外

か
ら
の
遺
志
を
引
き
継
ぎ
、
大
正
改
元
の
失
敗
を
教
訓
に
完
璧
な
元

号
を
周
到
に
用
意
し
た
自
負
が
伺
え
る
。

草
案
に
残
さ
れ
た
考
案
者
選
定
の
理
由

　

国
立
公
文
書
館
は
、
昭
和
大
礼
記
録
の
草
案
も
保
管
し
て
い
る
。

改
元
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
『
昭
和
大
礼
記
録
草
案
・
第
一
冊
ノ
二

止
』。「
大
礼
使
」「
内
閣
」「
宮
内
省
」
と
赤
く
印
刷
さ
れ
た
罫
紙
に

毛
筆
さ
れ
て
い
る
。
製
本
さ
れ
た
完
成
版
で
第
三
章
の
冒
頭
に
「
吉

田
増
蔵
稿
」
と
記
さ
れ
た
箇
所
は
、
草
案
で
は
「
吉
田
増
蔵
述
」
と

記
さ
れ
る
。「
述
」
の
上
に
×
印
が
書
か
れ
、
脇
に
「
稿
」
と
あ
り
、

さ
ら
に
そ
の
横
に
横
棒
が
引
か
れ
「
考
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
結

局
、
完
成
版
で
「
稿
」
が
採
用
さ
れ
た
が
、
口
述
を
も
と
に
作
成
さ

『昭和大礼記録草案　第一冊ノ二止』の改
元に関する吉田増蔵執筆部分。完成版で
「稿」と書かれた部分が草案では「述」となっ
ていた＝国立公文書館蔵
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れ
た
よ
う
だ
。

　

ま
た
草
案
で
は
、「
第
三
章 

参
考 

一 

元
号
建
定
に
関
す
る
沿
革

概
要
」
の
最
後
に
、「
第
六 

勘
進
者
ノ
選
定
」
と
い
う
項
目
が
続
く
。

「
選
定
」
の
右
横
に
「
内
命
」
と
書
か
れ
て
修
正
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、こ
の
項
目
の
冒
頭
は
朱
筆
で
縦
線
が
引
か
れ
た
う
え
に
、ペ
ー

ジ
の
上
か
ら
別
の
原
稿
用
紙
が
の
り
付
け
さ
れ
、
隠
さ
れ
て
い
る
。

完
成
版
で
削
除
さ
れ
た
部
分
だ
。

　

だ
が
、
の
り
付
け
さ
れ
て
い
る
の
は
上
部
だ
け
な
の
で
、
こ
の
原

稿
用
紙
を
め
く
る
と
隠
さ
れ
た
部
分
を
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
次
の

ペ
ー
ジ
も
同
様
に
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
上
部
だ
け
の
り
付
け
さ
れ
た

原
稿
用
紙
を
め
く
る
と
、
用
紙
い
っ
ぱ
い
に
大
き
く
朱
筆
で
「
×
」

が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
下
に
は
以
下
の
よ
う
に
黒
字
で
毛
筆
さ
れ

て
い
た
。

「
第
六　

勘
進
者
の
選
定

　

大
正
度
の
元
号
建
定
に
関
し
て
は
。
内
閣
及
び
宮
内
省
中
よ
り

元
号
勘
進
者
を
指
命
し
勘
進
案
を
進
め
し
め
し
も
。
昭
和
度
の
改

元
に
際
し
て
は
。
別
に
元
号
勘
進
者
の
指
命
な
り
。
但た
だ

宮
内
省
に

於お
い

て
は
図
書
寮
編
修
官
吉
田
増
蔵
が
当
時
宮
内
大
臣
官
房
の
事
務

を
兼
ね
。
制せ
い

誥こ
う

起
草
の
任
に
当
れ
る
を
以
て
一
木
宮
内
大
臣
は
之

に
勘
進
を
内
命
せ
る
な
り
。
則
ち
大
正
度
の
改
元
は
大お
お
いに

明
治
度

と
其
の
事
態
を
異
に
し
。
昭
和
度
の
改
元
は
大
正
度
と
亦ま

た
大
に

其
の
事
情
を
異
に
せ
り
。
以
て
元
号
の
勘
進
及
変
遷
を
観
る
べ
き

な
り
。」

『昭和大礼記録草案　第一冊ノ二止』の改元部分には、「第六　勘進者の内命（選定）」
という項目があったが完成版で採用されなかった＝国立公文書館蔵



— 38 —

　

大
正
改
元
は
内
閣
と
宮

内
省
の
専
門
家
に
考
案
を

指
示
し
た
の
に
対
し
、
昭
和

改
元
は
別
だ
と
い
う
。
た

だ
、
宮
内
省
に
お
い
て
一
木

宮
内
大
臣
が
吉
田
に
指
示

を
し
た
だ
け
だ
っ
た
と
い

う
の
だ
。
確
か
に
、『
昭
和

大
礼
記
録
』
の
改
元
部
分
冒

頭
で
「
内
意
を
授
け
」
た
記

さ
れ
る
の
は
、
吉
田
だ
け

だ
。
若
槻
首
相
が
内
閣
側
の

国
府
に
指
示
し
た
の
は
「
万

一
の
場
合
に
際
し
」
て
で
、

二
人
の
扱
い
に
軽
重
が
見

ら
れ
る
。
始
め
か
ら
吉
田
が

本
命
だ
っ
た
と
い
う
書
き

ぶ
り
だ
。

　

指
名
さ
れ
た
の
は
、「
宮

内
省
に
於
て
は
図
書
寮
編

修
官
吉
田
増
蔵
が
当
時
宮

内
大
臣
官
房
の
事
務
を
兼

ね
。
制
誥
起
草
の
任
に
当
れ

る
」
か
ら
だ
と
い
う
。
大
正
改
元
時
の
考
案
者
の
一
人
だ
っ
た
帝
室

博
物
館
総
長
兼
内
大
臣
秘
書
官
長
の
股
野
琢
も
、
そ
の
後
に
帝
室
博

物
館
総
長
を
継
い
だ
鷗
外
も
、詔
書
や
皇
室
に
関
す
る
文
書
の
作
成
、

添
削
を
担
っ
て
い
た
。
草
案
に
書
か
れ
た
理
由
の
通
り
な
ら
、
鷗
外

が
存
命
し
て
い
れ
ば
考
案
の
指
名
を
受
け
て
い
た
こ
と
の
傍
証
と
な

る
。
鷗
外
と
親
交
が
あ
っ
た
一
木
は
、
鷗
外
が
『
元
号
考
』
の
編
纂

に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
、
な
お
さ

ら
だ
。

　

明
治
改
元
と
大
正
改
元
は
「
事
態
を
異
に
し
」
て
い
る
。
明
治
改

元
は
、
文も
ん

章じ
ょ
う

博
士
家
と
呼
ば
れ
た
公
家
の
菅
原
家
な
ど
が
提
案
し
、

そ
の
中
か
ら
天
皇
が
く
じ
で
選
ん
だ
。
文
章
博
士
家
が
考
案
す
る
の

は
江
戸
時
代
以
前
の
先
例
通
り
だ
が
、
天
皇
が
く
じ
で
選
ん
だ
の
は

こ
の
時
が
唯
一
だ
。
一
方
、
大
正
改
元
は
登と
う

極き
ょ
く

令
と
い
う
法
令
に

基
づ
き
、
近
代
国
家
と
し
て
初
め
て
行
わ
れ
た
改
元
だ
っ
た
。

　

昭
和
改
元
は
、大
正
改
元
の
手
続
き
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
い
る
。

し
か
し
、急
ご
し
ら
え
の
大
正
改
元
と
用
意
周
到
の
昭
和
改
元
で
は
、

「
事
情
を
異
に
せ
り
」
と
言
え
る
。
急
き
ょ
内
閣
と
宮
内
省
の
複
数

の
専
門
家
に
指
示
し
た
大
正
改
元
と
異
な
り
、
昭
和
改
元
は
『
元
号

考
』
の
編
集
を
鷗
外
か
ら
引
き
継
い
だ
吉
田
を
本
命
と
し
て
事
前
に

準
備
を
進
め
て
い
た
。だ
が
、草
案
の
こ
の
部
分
は
採
用
さ
れ
な
か
っ

た
。
理
由
は
不
明
だ
。

野口　武則（のぐち・たけのり）氏
　1976 年埼玉県生まれ。中央大学法学部卒。2000 年
毎日新聞社に入社し、秋田支局、政治部、大阪社会部。
小泉、野田、安倍政権で官邸の皇室問題を担当し、令和
改元では代替わり取材班キャップ。政治部官邸キャップ、
デスクを務め、現在は論説委員。著書に『元号戦記　近
代日本、改元の深層』（角川新書）。共著に『靖国戦後秘
史』（角川ソフィア文庫）、『令和　改元の舞台裏』（毎日
新聞出版）がある。
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「
不
調
べ
の
至
」
と
二
つ
の
大
礼
記
録

　

以
上
を
踏
ま
え
て
元
号
に
関
す
る
鷗
外
の
賀
古
宛
書
簡
を
四
つ
の

部
分
に
分
類
し
、
大
正
・
昭
和
の
大
礼
記
録
と
比
較
し
て
み
る
。

① 

明
治
は
支
那
の
大
理
と
云
ふ
国
の
年
号
に
あ
り
。
尤
も
っ
と
もこ
れ
は

一い
つ
に
め
い作

明と
う
を
な
す

統
と
あ
る
ゆ
え
、
明
治
で
は
な
か
つ
た
か
も
知
れ
ず
。

②
大
正
は
安
南
人
の
立
て
た
越
と
い
ふ
国
の
年
号
に
あ
り
。

③ 

何
も
御
幣
を
か
つ
ぐ
に
は
及
ば
ね
ど
、
支
那
に
て
は
大
い
に
正

の
字
の
年
号
を
嫌
候
。「
一
而
止
」
と
申
候
。
正
の
字
を
つ
け

滅
び
た
例
を
一
々
挙
げ
て
居
候

④
不
調
ベ
の
至
と
存
候

　
『
大
正
大
礼
記
録
』
に
は
②
③
の
記
載
が
あ
り
、「
不
調
べ
」
の
た

め
元
号
選
定
が
混
乱
し
た
様
子
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
鷗
外
は
こ
れ

を
読
ん
だ
上
で
賀
古
宛
書
簡
を
書
い
た
可
能
性
が
高
い
。
①
に
つ
い

て
鷗
外
が
何
を
基
に
し
た
か
不
明
だ
が
、
④
は
①
②
③
に
対
す
る
鷗

外
の
評
価
で
あ
る
。

　
『
昭
和
大
礼
記
録
』
で
は
未
刊
行
の
「
吉
田
増
蔵
稿
」
の
部
分
に

①
②
③
の
記
載
が
あ
り
、
④
の
対
応
策
と
し
て
「
中
外
の
元
号
を
彙

集
せ
る
成
書
な
し
と
雖
、我
が
国
に
在
り
て
は
元
号
考
」
を
作
成
し
、

さ
ら
に
「
完
全
な
る
成
語
彙
纂
を
作
成
備
置
す
る
の
要
あ
り
」
と
提

案
し
た
。
生
前
の
鷗
外
の
問
題
意
識
が
、
吉
田
へ
引
き
継
が
れ
た
こ

と
を
明
確
に
確
認
で
き
る
。

　

鷗
外
が
『
元
号
考
』
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、猪
瀬
著
『
天

皇
の
影
法
師
』
は
作
家
・
森
鷗
外
の
内
面
か
ら
考
察
し
た
。
小
説
『
か

の
よ
う
に
』（
明
治
四
十
五
年
一
月
）や『
興お
き
つ津

弥や

ご

え

も

ん

五
右
衛
門
の
遺
書
』

（
大
正
元
年
十
月
）
な
ど
を
材
料
に
、「
国
家
が
機
能
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
考
え
る
鷗
外
に
と
っ
て
、
形
式
は
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ

た
」
こ
と
や
、「
天
皇
制
国
家
の
象
徴
で
あ
る
元
号
す
ら
き
ち
ん
と

整
備
さ
れ
て
い
な
い
国
家
を
形
式
に
お
い
て
“
完
成
”
さ
せ
る
こ
と

で
あ
っ
た
」
こ
と
が
動
機
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

だ
が
、内
面
的
な
動
機
が
先
行
し
た
訳
で
は
あ
る
ま
い
。『
元
号
考
』

の
編
集
は
公
務
と
し
て
行
っ
た
も
の
だ
。

　

次
の
元
号
考
案
を
担
う
べ
き
宮
内
省
の
役
職
に
就
い
て
い
た
鷗
外

は
、
大
正
天
皇
の
病
状
悪
化
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
。
代
替
わ

り
の
切
迫
感
の
中
で
宮
内
官
僚
・
森
林
太
郎
と
し
て
職
務
上
の
使
命

で
取
り
組
み
、
そ
れ
が
作
家
・
森
鷗
外
と
し
て
の
動
機
と
幸
い
に
も

一
致
し
た
の
で
は
な
い
か
。
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次
回
は
「
第
四
回
　
昭
憲
皇
太
后

0

0

0

は
な
ぜ
誤
り
な
の
か
」


